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不 利 益 処 分 に 係 る 処 分 基 準

（平成２４年１０月１日作成）

法 令 名 浄化槽法

根 拠 条 項 第５条第３項

処分の概要 浄化槽の設置等の届出、勧告及び変更命令

法令の定め 特定行政庁は、第１項の届出を受理した場合において、当該届出に係る浄化槽の設置又は

変更の計画が浄化槽の構造に関する建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適

合しないと認めるときは、前項の期間内に限り、その届出をした者に対し、当該届出に係る

浄化槽の設置又は変更の計画の変更又は廃止を命ずることができる。

処 分 基 準 法令により明確にされている。

処分担当課 各総合振興局及び振興局産業振興部建設指導課 （電話番号： ）

各総合振興局及び振興局建設管理部建設行政室建設指導課（電話番号： ）

問い合わせ先 各総合振興局及び振興局産業振興部建設指導課 （電話番号： ）

各総合振興局及び振興局建設管理部建設行政室建設指導課（電話番号： ）

備 考


